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株式会社ミエルカ 

 

第 9 期  個 別 注 記 表 
 

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

その他の計算書類作成のための基本となる重要事項 

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

II. 会計方針の変更に関する注記 

1. 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。

以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準

適用指針第 27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新た

な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、個別財務諸表に与える影響は

ありません。 

 

III. 貸借対照表に関する注記 

関係会社に対する金銭債権債務 
金銭債権 990,000 円 
金銭債務 73,716 円 

 

IV. 損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 
外注費等 600,000 円 

営業取引以外の取引高 
支払利息 17,831 円 

 

V. 株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度の末日における株式の種類及び数 

普通株式           300 株 

 

VI. １株当たり情報に関する注記 
(1) 1 株当たり純資産額 18,740 円 49 銭 
(2) 1 株当たり当期純利益 14,209 円 61 銭 

 

VII. 当期純利益 
4,262,884 円 


